
<対象となる応急修理の範囲>

壊れた屋根の補修
（屋根の葺き材の変更も対象）

柱・梁（はり）等の構造
部材の補修

壊れた床の修理
（被害を受けた部位に限
 り、畳の交換は対象）

配管・配線の補修
・上下⽔道管の⽔漏れの補修
・壊れた給排気設備（換気扇など）の交換
・電気、ガス、電話等の配管、配線の補修
・壊れた衛⽣設備（便器・浴槽など）の交換

壊れた外壁の補修
（すじかい補強、構造
　⽤合板貼り、外装材
　の変更等）

壊れたドア、窓等の開⼝
部の補修（ガラス、鍵の
交換、ふすまの取替可）

壊れた基礎の補修

<注意点>
　・応急修理の優先度は、建物の構造的安全性を確保する⼯事を優先してください。
　・内装は原則として、対象外となります。（例︓間仕切り壁及び天井の仕上げ、ふすまや障⼦の張替えのみなど）
　 ただし、災害による被害が原因で壊れた外壁を補修するために必要となる内壁の補修、壁紙張りなどの内装は
　 対象となります。
　・畳やフローリングは内装に該当しますが、壊れた床下地等の補修と併せて⾏わざるを得ない場合に限り対象
　 となります。
　・家電製品、床下換気扇は、対象外となります。
　・壊れた衛⽣設備の交換の際、グレードアップになるものは対象外となります。
　・井⼾から上⽔への切り替えは対象外となります。


